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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動静脈瘻（Ｆ）内の圧力を算定する制御ユニット（３０）であって、前記動静脈瘻（Ｆ
）は、血液ライン系（３９）の少なくとも１つのセクション（２８，４１）と流体結合状
態にあり、少なくとも１つの圧力発生装置（３，８，１９，２４，２６）が前記血液ライ
ン系（３９）に割り当てられ、前記圧力発生装置は、前記セクション（２８，４１）に作
用するのに適しており、前記制御ユニット（３０）は、次のステップ、即ち、
　ａ）前記少なくとも１つの圧力発生装置（３，８，１９，２４，２６）のどれもが前記
セクション（２８，４１）に作用することがないようにするステップ、
　ｂ）中断手段（１１，２９）をトリガすることによって前記セクション（２８，４１）
と前記動静脈瘻（Ｆ）との流体結合を中断するステップ、
　ｃ）前記セクション（２８，４１）に作用するように前記少なくとも１つの圧力発生装
置（３，８，１９，２４，２６）をトリガし、前記セクション（２８，４１）内に設けら
れた圧力センサ（１３，１４）により前記セクション（２８，４１）内の圧力を所定の設
定値に設定するステップ、
　ｄ）前記中断手段（１１，２９）をトリガすることによって前記セクション（２８，４
１）と前記動静脈瘻（Ｆ）との流体結合を回復するステップ、及び
　ｅ）前記圧力センサ（１３，１４）により前記セクション（２８，４１）内の結果的に
生じた圧力を測定するステップを実施するよう構成されている、制御ユニット（３０）。
【請求項２】
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　前記設定値は周囲圧力に対応する、請求項１記載の制御ユニット（３０）。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、前記ステップａ）～前記ステップｅ）を前記血液ライン系（３９
）の血液供給ライン（２）の動脈セクション（２８）及び／又は血液還流ライン（９）の
静脈セクション（４１）で実施するよう構成されている、請求項１又は２記載の制御ユニ
ット（３０）。
【請求項４】
　前記制御ユニット（３０）は、前記少なくとも１つの圧力発生装置（３，８，１９，２
４，２６）をトリガすることによって前記ステップａ）を実施するよう構成されている、
請求項１～３のうちいずれか一に記載の制御ユニット（３０）。
【請求項５】
　前記制御ユニット（３０）は、血液ポンプ（３）をトリガするための圧力発生装置（３
，８，１９，２４，２６）として構成されている、請求項１～４のうちいずれか一に記載
の制御ユニット（３０）。
【請求項６】
　前記制御ユニット（３０）は、前記血液ポンプ（３）が逆に動作するよう前記血液ポン
プ（３）をトリガし、それにより前記セクション（２８，４１）内の真空度を減少させ、
それにより圧力を前記設定値に上げるよう構成されている、請求項５記載の制御ユニット
（３０）。
【請求項７】
　前記制御ユニットは、前記ステップａ）及び／又は前記ステップｃ）において前記血液
ライン系（３９）と流体結合状態にある透析液循環系（ＩＩＩ）内に設けられた限外濾過
ポンプ（８）をトリガするよう前記圧力発生装置として構成されている、請求項１～６の
うちいずれか一に記載の制御ユニット。
【請求項８】
　前記制御ユニットは、血液処理器械で前記ステップａ）～前記ステップｅ）を実施する
よう構成されている、請求項１～７のうちいずれか一に記載の制御ユニット。
【請求項９】
　前記制御ユニットは、血液療法セッション中に少なくとも一度、前記ステップａ）～前
記ステップｅ）を実施するよう構成されている、請求項１～８のうちいずれか一に記載の
制御ユニット。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、複数回の血液療法セッション中に前記ステップａ）～前記ステッ
プｅ）を実施するよう構成されている、請求項１～９のうちいずれか一に記載の制御ユニ
ット。
【請求項１１】
　前記制御ユニットは、前記少なくとも１つのセクション（２８，４１）と残りの前記血
液ライン系（３９）との前記流体結合を中断するよう少なくとも１つの追加の中断手段（
４２，４３）をトリガするよう構成されている、請求項１～１０のうちいずれか一に記載
の制御ユニット。
【請求項１２】
　前記制御ユニットは、評価ユニット（３４）をトリガするよう構成され、前記評価ユニ
ット（３４）は、静水圧を前記ステップｅ）で測定された前記セクション（２８，４１）
内の前記圧力から減算するようになっている、請求項１～１１のうちいずれか一に記載の
制御ユニット。
【請求項１３】
　前記制御ユニットは、前記動静脈瘻（Ｆ）内の前記圧力及び／又は前記ステップｅ）で
測定された前記セクション（２８，４１）内の前記圧力を評価ユニット（３４）に伝える
よう構成され、前記評価ユニット（３４）は、成長中の狭窄に関して複数の圧力値を評価
するよう構成されている、請求項１～１２のうちいずれか一に記載の制御ユニット。
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【請求項１４】
　体外血液療法のための血液処理器械であって、前記血液処理器械は、体外血液循環系（
ＩＩ）の血液ライン系（３９）を受け入れるよう設けられ、前記血液ライン系（３９）は
、血液供給ライン（２）の動脈セクション（２８）及び／又は血液還流ライン（９）の静
脈セクション（４１）を有し、前記動脈セクション（２８）及び前記静脈セクション（４
１）は、動静脈瘻（Ｆ）と流体結合可能に設けられ、前記血液処理器械は、前記動脈セク
ション（２８）及び／又は前記静脈セクション（４１）に作用するのに適した少なくとも
１つの圧力発生装置（３，８，１９，２４，２６）を有する、血液処理器械において、
　前記血液処理器械は、請求項１～１３のうち少なくとも一に記載の前記動静脈瘻（Ｆ）
内の圧力を算定する制御ユニット（３０）を有する、血液処理器械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血管内、特に動静脈瘻内の圧力を算定する制御ユニット、血管内の圧力を算
定する方法及び血液処理器械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長期血液浄化療法における方法では、血液を体外血液循環系中に送る。血液透析（ＨＤ
）では、血液を透析器（ダイアライザ）によって浄化し、透析器は、体外血液循環系内に
血液チャンバを有すると共に半透膜によって血液チャンバから分離された透析液チャンバ
を有する。透析液は、血液透析治療中、透析液チャンバを通って流れ、或る特定の物質が
血液と透析液との間における拡散によって半透膜を通って運ばれると共に透析液循環系を
通って透析液と共に除去される。血液濾過（ＨＦ）では、或る特定の物質が対流に基づい
てフィルタ膜によって血液から濾過除去される。血液透過濾過（ＨＤＦ）は、これら２つ
の方法の組み合わせである。
【０００３】
　血液浄化プロセスで患者から抜き出された液体を置換液（補充液）で置き換えることが
でき、この置換液は、血液処理中、体外血液循環路に追加される。
【０００４】
　血液処理器械、例えばＨＤＦ器械中に挿入される管系が血液処理において用いられる。
【０００５】
　体外血液処理器械は、患者の血液及び置換液を管系の管ラインで運搬する数個のポンプ
を有する。主として蠕動ポンプが用いられ、少なくとも１つの絞り部又は閉塞部がポンプ
空間として機能する弾性管に沿って動くようになっている。蠕動ホースポンプの大抵の従
来設計では、弾性管は、絞り部又は閉塞部のところで完全に閉鎖される。したがって、こ
れらポンプは、閉塞ホースポンプとも呼ばれる。大抵の従来形式の閉塞ホースポンプは、
管系の１本の管が挿入されるローラーポンプである。
【０００６】
　透析液ポンプは、透析液を運搬するために透析液循環系内に設けられる。限外濾過ポン
プが透析器の透析液チャンバ内に所要の真空を生じさせ、その結果、置換液で置き換えら
れない液体を患者から抜き出して流体バランスを維持することができるようになっている
。
【０００７】
　動静脈瘻が患者の血管系へのアクセスとして手術で作られる場合が多く、この瘻は、一
般に、動脈カニューレ及び静脈カニューレを用いた穿刺によって作られる。変形例として
、血管インプラント、例えばいわゆるゴアテックス（Goretex ）グラフト又はいわゆるＰ
ＴＦＥシャントを用いることが可能である。「（動静脈）瘻」という用語は、以下におい
て患者の静脈と動脈との間の任意形式の連結部を意味するために用いられている。
【０００８】
　瘻の灌流は、その機能を発揮することができるようにする上で非常に重要である。瘻内
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流量が臨界レベルを下回った場合、瘻血栓症の恐れが、血液浄化処理にとって必要不可欠
なバスキュラーアクセスを失う恐れと共に増す。瘻内流量の低下は、瘻中の成長中の流入
側狭窄又は流出側狭窄、瘻の石灰化、瘻の充填及び他の同様な原因によって生じる場合が
あり、これらを以下において「瘻狭窄」という用語でまとめて記載する。
【０００９】
　瘻狭窄のマイナスの結果の発生を阻止するため、成長中の瘻狭窄をできるだけ早く又は
少なくともこれが狭窄の臨界度に達する前に発見することが望ましい。
【００１０】
　この目的のために種々の方法が提案された。かかる方法の一グループは、血液流量の測
定に関している。独国特許第１９９１７１９７（Ｃ１）号明細書は、体外血液処理中にバ
スキュラーアクセスＦ内の血液流量ＱFを算定する方法及び装置を記載している。バスキ
ュラーアクセス内のかかる算定は、体外循環系の動脈及び／又は静脈枝内の圧力をバスキ
ュラーアクセスが開いた状態と中断された（遮られた）状態の両方でそれぞれ測定し、そ
の期間中、体外血液流量ＱBが変化するという事実に基づいている。次に、バスキュラー
アクセスが開いた状態と中断された（遮られた）状態で、それぞれ、動脈圧及び／又は静
脈圧に関する測定値から瘻内流量ＱFを算定する。
【００１１】
　独国特許出願公開第１０２００８０６１１２２（Ａ１）号明細書は、患者の身体的条件
に関する心血管パラメータを算定すると共に／或いは監視する方法及び心臓圧力信号の振
幅を測定する装置を開示している。この場合、身体的状態は、瘻の開存性であるのが良い
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】独国特許第１９９１７１９７（Ｃ１）号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００８０６１１２２（Ａ１）号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、瘻圧力を正確に算定するために実施するのが容易である方法並びにこ
の目的のための装置を提供することにある。さらに、本発明の別の目的は、初期瘻狭窄を
予測する装置及び対応の方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この目的は、請求項１の特徴を有する制御ユニットによって達成される。有利な実施形
態は、従属形式の請求項２～１２に記載されている。血液ライン系、特に体外血液循環系
の少なくとも１つのセクションと流体結合状態にある血管内の圧力を算定する本発明の制
御ユニットは、このセクションに作用するのに適した少なくとも１つの圧力発生装置が血
液ライン系に割り当てられた状態で、次のステップ、即ち、
　ａ）少なくとも１つの圧力発生装置のどれもがセクションに作用することがないように
するステップ、
　ｂ）中断手段をトリガすることによってセクションと血管との流体結合を中断するステ
ップ、
　ｃ）セクション内に設けられた圧力センサによりセクション内の圧力を所定の設定値、
特に周囲圧力に設定するステップ、
　ｄ）中断手段をトリガすることによってセクションと血管との流体結合を回復するステ
ップ、及び
　ｅ）圧力センサによりセクション内に生じた圧力を測定するステップを実施するよう構
成されている。
【００１５】
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　血管内の圧力は、血管系内の波形圧力曲線に基づき本発明の範囲内で種々のやり方で及
びかくして更に血液ライン系内に流体連結部が存在している場合に定義できる。「血管内
の圧力」及び「セクション内の圧力」という語句は、好ましくは、各々、患者の心拍動に
基づく波形圧力曲線の平均値を意味するものと理解されたい。
【００１６】
　医学において血圧を報告する圧力単位としての「ｍｍＨｇ」の使用に従って、典型的に
は違ったやり方でもはや用いられているわけではないが、これは、周囲圧力に対する血管
内の圧力の差として定義され、圧力は又、血管ライン系内の圧力値を報告するために本発
明の範囲内で単位「ｍｍＨｇ」で表される周囲圧力に対する相対圧力としても用いられる
。かくして、血管ライン系内の０ｍｍＨｇという圧力は、この定義によれば周囲圧力に一
致する。
【００１７】
　動静脈瘻内の圧力は、好ましくは、制御ユニットを用いて算定されると共に／或いは制
御ユニットは、この圧力を算定するよう構成されている。この場合、血管内の圧力は、内
部瘻圧力と呼ばれ、或いは単に瘻圧力と呼ばれる。上述の言い方によれば、瘻圧力は、本
発明の制御ユニットによって最大瘻圧力及び最小瘻圧力の平均値として算定できる。
【００１８】
　本発明の利点は、圧力の測定が干渉による影響から隔離された血液管系の一セクション
内で所定の設定値から始まって行われるということにある。したがって、測定値の精度に
影響を及ぼす場合のある誤差の源が除外され又は少なくとも最小限に抑えられる。除外さ
れると共に／或いは最小限に抑えられる誤差源としては、例えば、互いに異なる測定にお
ける互いに異なる初期圧力レベル又は互いに異なるプラス又はマイナスの符号付きの初期
圧力から始まって各セクション内において互いに異なる実際の測定圧力が得られるという
ことが挙げられる。初期圧力がこのように互いに異なる場合、圧力は又、互いに異なる率
で定められる。その結果、同一の最終圧力であるにもかかわらず、所定の期間後における
測定が互いに異なる実際の測定値を生じさせる場合がある。セクション内において、有利
には、常に同一である、所定の圧力から始まって、圧力は、本発明の制御ユニットによっ
て血管系内のこのセクションまで運ばれた圧力として算定でき、この圧力は、静水圧上に
のみ上乗せされる。好ましい実施形態では、制御ユニットがステップｃ）内においてセク
ション内の圧力を周囲圧力に設定するよう構成され、ステップｅ）において設定された結
果としての圧力を特に高い精度で算定することができる。
【００１９】
　制御ステップに関し、少なくとも１つの圧力発生装置のうちでセクションに作用するも
のが存在しない「ようにする」ステップは、制御ユニットによって例外なく検出されなけ
ればならない不作用が既に存在している第１の場合及び、不作用が又、制御ユニットによ
って引き起こされなければならない第２の場合を含む。
【００２０】
　第１の場合、セクションに作用するのに適した少なくとも１つの圧力発生装置は、ただ
でさえセクションに作用してはいない。これは、圧力発生装置が既に動作停止させられた
ことを示す信号を制御ユニットが圧力発生装置から受け取ることを特徴とする第１の変形
例に従って制御ユニットによって確認できる。制御ユニットは又、制御ユニットに連結さ
れると共にセクション内の圧力を測定するのに適した圧力センサが制御ユニットにそのセ
クション内の圧力に変化が生じていないという情報を提供したときに与えられる不作用の
状態をとるよう構成されるのが良い。加うるに、制御ユニットは、少なくとも１つの中断
手段が少なくとも１つの圧力発生装置に対してセクションを遮断したときにセクションに
対する圧力発生装置の不作用の状態をとるよう構成されているのが良い。
【００２１】
　第２の場合、少なくとも１つの圧力発生装置は又、セクションに作用する。この場合に
関し、制御ユニットは、対応の手段、例えば少なくとも１つの圧力発生装置、圧力センサ
及び／又は少なくとも１つの中断手段をトリガすることによってこれを確認するよう構成
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されるのが良い。この場合、制御ユニットは、少なくとも１つの圧力発生装置がセクショ
ンに作用していないこと、及び少なくとも１つの圧力発生装置が作用を終了させる手段を
トリガしていることを確認する。このトリガ手段は、この場合、これ又セクション／及び
／又は少なくとも１つの圧力発生装置からセクションを遮断するのに適した少なくとも１
つの中断手段／に作用する少なくとも１つの圧力発生装置であるのが良い。圧力発生装置
を、例えば、不作動状態にし、動作中止させ又はアイドリングモードにすることができ、
その結果、圧力発生装置は、もはやセクションに作用することができないようになる。セ
クションに対する圧力発生装置の作用は、任意形式の圧力変化を意味するものとして本発
明の範囲内で理解されるべきである。圧力発生装置のシャットダウン、動作中止又はアイ
ドリング操作は、特に大きな圧力差が血液ライン系内で生じるのを阻止するエネルギー節
約手段であり、これは、血管ライン系内で運ばれる血液にとって優しい。本発明の範囲内
において、「動作停止」又は「動作中止」という用語は、それぞれでこれらの変形例を区
別された用語で説明する必要なく、圧力発生装置のシャットダウン、動作中止及びアイド
リング操作に関するあらゆる可能性を含むものとする。
【００２２】
　本発明の制御ユニットの一変形例では、制御ユニットは、最初に作用が存在しているか
どうかをチェックすることなく、セクションに対する少なくとも１つの圧力発生装置、例
えば少なくとも１つの圧力発生装置又は少なくとも１つの中断手段の作用を終了させるの
に適した上述の手段のうちの少なくとも１つをトリガし、次にこのトリガにより圧力発生
装置を動作停止させると共に／或いは中断手段を終了させるよう構成されている。
【００２３】
　本発明との関連において、制御ユニット又は別の適当なユニットが何らかのことを実施
し又は実行するということが述べられた場合、これは、制御ユニット又は他の適当なユニ
ットがオプションとして、他の適当なユニットのための制御ユニットがこの作用それ自体
を実施することができない場合に適当なアクチュエータ又はセンサをトリガして何らかの
ことを実行するということを意味するものと理解されるべきであるという簡単な表現であ
る。当業者であれば、これらの場合に関し、対応の単純化された表現をそれに応じて理解
すべきであるということを知っているであろう。
【００２４】
　制御ユニットは、有利には、ステップａ）～ステップｅ）を血液ライン系の血液供給ラ
インの動脈セクション及び／又は血液還流ライン、特に体外血液循環系の静脈セクション
で実施するよう構成されている。かかるセクションは、動脈及び／又は静脈セクションの
一端部がアクセス、例えばカニューレを通って血管内に導入されるということに起因して
血管と流体結合状態にあるのが良い。血管が動静脈瘻である場合、動脈カニューレを瘻の
動脈セクション中に導入するのが良く且つ／或いは静脈カニューレを瘻の静脈セクション
中に導入するのが良い。
【００２５】
　血液ライン系の動脈セクション及び／又は静脈セクションは、圧力が算定されるべき血
管に向いた血液ライン系の領域として定義される。動脈セクションと静脈セクションは、
血管から遠ざかる方向に向いたこれらの端部のところで互いに接合されるのが良く、それ
により動脈セクションと静脈セクションは、体外血液循環系が存在している場合、例えば
血液透析器械の透析器の血液チャンバを介して接合される。圧力がステップｅ）で算定さ
れる血管から遠ざかる方向に向いた静脈及び／又は動脈セクションの端部が例えば中断手
段及び／又は血液ポンプによって構成されるのが良い。例えば、蠕動ポンプが圧力発生装
置として血液供給ライン中に導入されるのが良く、かかる蠕動ポンプは、血管から遠ざか
る方向に向いた動脈セクションの端部を構成するのが良い。
【００２６】
　ステップｂ）において制御ユニットによってトリガ可能な中断手段は、代表的には、血
管に向いたセクションの端部に設けられる。したがって、少ない労力で、圧力が算定され
るべき血管への血液ライン系の流体結合を中断する（遮る）ことができるようにすること
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が可能である。
【００２７】
　加うるに、制御ユニットは、少なくとも１つの追加の中断手段をトリガするよう構成さ
れているのが良い。かくして、例えば、少なくとも１つのセクションと残りの血液ライン
系、特に残りの体外血液循環系との流体結合を中断する（遮る）ことができる。これは、
例えば圧力がステップｅ）において本発明の制御ユニットにより測定できる２つのセクシ
ョンが存在している場合に有利であると言える。理想的な圧力値が各々が互いに別個独立
である２つのセクションで例えばステップｃ）において同時に設定され、次に結果的に生
じた圧力がステップｅ）において測定される場合、２つのセクションを１つ又は２つ以上
の追加の中断手段によって互いに分離してそれぞれの圧力が２つのセクションに対する相
互影響がない状態で確立されるようにすれば有利であると言える。これは、特に、残りの
血液ライン系への２つのセクションのうちの少なくとも一方の流体結合がもしそのように
構成されていない場合に完全には又は全く確立することができない場合に有利であると言
える。
【００２８】
　伝統的に体外血液循環系で用いられている中断手段、例えばホースクランプ又は弁は、
制御ユニットによってステップａ）、ステップｂ）及びステップｄ）における中断手段と
して、及び更に別の中断手段としてトリガされるのが良い。
【００２９】
　一実施形態によれば、制御ユニットは、圧力発生装置としての血液ポンプ、特に閉塞ポ
ンプ、例えば蠕動ポンプ及び／又はローラーポンプをトリガするよう構成されているのが
良い。蠕動ポンプ、特にローラーポンプは、伝統的に、医療技術において血液を血液ライ
ン系で運搬するために用いられている。蠕動ポンプは、正方向に稼働する（回る）ことに
よって作動可能であり、そして作動停止可能である。蠕動ポンプは又、逆に作動されるの
に適している場合がある。制御ユニットをそれに応じて構成するのが良い。また、制御ユ
ニットは、ポンプをポンプがまだ動いているにもかかわらず圧力が発生するのを阻止する
アイドリングモードにするよう構成されることが想定できる。本発明の一観点によれば、
セクション内の真空度を減少させて理想的な値、特に周囲圧力（０ｍｍＨｇに一致する）
に設定する。
【００３０】
　別の実施形態によれば、制御ユニットは又、ステップａ）及び／又はステップｃ）にお
いて、体外血液循環系に割り当てられた少なくとも１つの圧力発生装置、特にポンプが変
形例として又は１つの血液ポンプに加えてトリガされることになるよう構成されるのが良
い。追加のポンプは、置換液ポンプであるのが良く、この置換液ポンプは、置換液ライン
を通って置換液を血液供給ライン（いわゆる前希釈）及び／又は血液還流ライン（いわゆ
る後希釈）中に圧送する。
【００３１】
　変形例として又は追加例として、ステップａ）及び／又はステップｃ）では、制御ユニ
ットは、血液ライン系と流体結合状態にある透析液循環系内に設けられた圧力発生装置と
してのポンプをトリガするよう構成されても良い。これは、特に限外濾過ポンプであるの
が良い。限外濾過ポンプは、伝統的には、作動中、体外血液循環系に作用し、その結果、
透析液チャンバに向かう対流を透析器の半透膜によって生じさせ、半透膜は、血液チャン
バを透析液チャンバから分離している。この対流は、血液チャンバに加わる真空として作
用し、かくして、血液チャンバに連結された体外血液循環系に作用する。少なくとも１つ
のセクションにも作用することができる圧力を発生させることは、限外濾過ポンプをトリ
ガしてターンオフすることにより、即ち、限外濾過ポンプを作動停止させることによって
同様に終了する。本発明の原理は、それぞれのポンプが、これらポンプが導入されるライ
ンに対し且つ血液処理におけるこれらの正確な機能に関して透析液循環系、血液ライン系
及び／又は置換液ライン系内にどのように位置しているかによっては全く影響されない。
したがって、限外濾過ポンプの伝統的な使用の説明は、本発明を制限するものと理解され
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るべきではなく、一例として理解されるに過ぎない。かくして、例えば、限外濾過ポンプ
は又、置換率によって補償されない限外濾過の部分だけを生じさせることができる。
【００３２】
　本発明によれば、制御ユニットは、多数の圧力発生装置をトリガするよう構成され、従
って、これら装置の全てが一緒になって、少なくとも１つのセクションに圧力を及ぼし、
この圧力が設定値に等しく、特に周囲圧力に等しいことも又想定できる。
【００３３】
　しかしながら、好ましくは、ステップａ）では、セクションに作用することができる圧
力発生装置は全て、制御ユニットによってトリガされ、これら圧力発生装置は、例えばこ
れらを動作停止させることによってセクションに圧力を及ぼすことがないようになってい
る。本発明との関連において「圧力」は又、上述したように、常に周囲圧力に対する差圧
として、過剰圧力及び減少圧力（減圧）又は真空についての包括的な用語であるよう用い
られるのが常である。
【００３４】
　別の変形例によれば、圧力発生装置のセクションへの作用を阻止すると共に／或いは終
了させる手段は、圧力発生装置が動作し続けているにもかかわらず、圧力発生装置がもは
やセクションに圧力を及ぼすことがないようにする中断装置、例えばクランプ又は弁であ
る。例えば、静脈クランプが透析器へ通じる体外血液循環系の静脈セクションを制限し、
限外濾過ポンプが透析器を通って延びる透析液循環系を介して静脈セクションに作用し、
その結果、限外濾過ポンプが動作し続けているにもかかわらず、制御ユニットがクランプ
を閉じたとき、限外濾過ポンプの作用が停止されるようになる。
【００３５】
　制御ユニットは、血液処理器械、例えば血液透析、血液濾過及び／又は血液透析濾過の
ための器械でステップａ）～ステップｅ）を実施するよう構成されるのが良い。本発明の
好ましい変形例では、複数のアクチュエータ（特に、圧力発生装置及び／又は中断装置）
及びステップａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）及び／又はｅ）で制御ユニットによりトリガできる
センサは、血液処理器械の既存の部品である。これは、本発明の制御ユニットが血液処理
器械で既に存在しているセンサ及びアクチュエータに加えて何らかの別のセンサ及び／又
はアクチュエータを必要としないでステップａ）～ステップｅ）のうちの少なくとも幾つ
か、好ましくはステップａ）～ステップｅ）の全てを実施できるという利点を有する。ス
テップａ）、ｂ）、ｃ）、ｄ）及び／又はｅ）で制御ユニットによってトリガできる全て
のアクチュエータ及びセンサは、特に好ましくは、血液処理器械の部品である。
【００３６】
　制御ユニットは又、当然のことながら、もし上述のように構成されていなければステッ
プａ）～ステップｅ）のうちの１つ又は２つ以上において血液処理器械で何ら機能を発揮
することのないアクチュエータ及び／又はセンサ、例えばポンプ、弁、クランプ及び／又
は圧力センサをトリガするよう本発明の範囲内において構成できる。
【００３７】
　別の好ましい変形例によれば、本発明の制御ユニットは、血液処理との関連において血
液処理器械内のセンサ及びアクチュエータをトリガするよう構成されるのが良い。これは
、同一の制御ユニットを用いて血液処理器械を制御すると共に血管内の圧力の測定を行う
ことができるという利点を有する。したがって、これにより、本発明によると制御ユニッ
トと血液処理器械の組み合わせのコスト、複雑さ及び重量が減少する。
【００３８】
　制御ユニットは、有利には、血液処理中、少なくとも１回ステップａ）～ステップｅ）
を実施するよう構成されるのが良い。本発明による「血液処理セッション中」という表現
は、血液処理セッションの範囲内において任意の時点を含む。数時間の長さにわたる伝統
的な血液処理セッションでは、これは、治療のまさに開始時であると言え、治療の毎回の
終了時であると言え、或いは治療の開始と終了の間の時点であると言える。ステップａ）
～ステップｅ）が全体として血液治療セッションの開始時に行われる場合、少なくとも血
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液供給ラインが、血管内圧力が算定されるべき患者の血液で既に満たされていれば、有利
である。ステップａ）の実施前に、制御ユニットは、有利には、血液供給ラインが血液で
満たされているかどうかを監視するのが良い。これにより、血液ライン系からの空気が特
にステップｅ）との関連で患者の血管系に入り込むことがないようにする。しかしながら
、本発明によるステップａ）～ステップｅ）は又、血液ライン系が空気で満たされている
場合であっても実施できる。と言うのは、流体が空気である場合でも、このセクションと
血管との流体結合部が存在することができ且つ／或いはこの流体結合を中断したり回復さ
せたりすることができるからである。
【００３９】
　加うるに、制御ユニットが複数回の血液処理セッション中にステップａ）～ステップｅ
）を実施するよう構成されることが可能である。これにより、長期間にわたる測定シリー
ズを実施してこのセクション内の測定圧力及びかくして血管内の圧力、例えば瘻圧力の傾
向を観察することが可能である。
【００４０】
　また、制御ユニットが血液処理セッション中、ステップａ）～ステップｅ）を繰り返し
実施するよう構成されることが有利な場合がある。これにより、多数の測定値を分析する
ことができ、それにより例えば平均操作により良好な精度を得ることができる。
【００４１】
　当然のことながら、少なくとも血管内の圧力の測定時点で血液処理を受けていない患者
に対してステップａ）～ステップｅ）を実施することも又可能である。これは、例えば更
に多くの回数の測定値を得るべき場合に有利であると言える。
【００４２】
　本発明の一変形例によれば、制御ユニットは、静水圧をステップｅ）で測定された圧力
から減算するよう構成される。このようにすると、血管内の絶対圧力が任意他の圧力がこ
れに上乗せされることなく算定される。これは、たとえ単一の測定値であってもこれが血
管の状態に関して高い関連性を有することができるという利点を有する。多数回の血液処
理セッションにわたって行われる長期間測定は、曲線の変動が少なく、それにより成長中
の狭窄に関してより正確な報告を得ることができる。
【００４３】
　減算は、制御ユニットによって例えば評価ユニット内で促されるのが良い。静水圧は、
種々の仕方で算定して伝送できる。静水圧ｐ（ｈｙｄｒ）は、次の方程式を用いて計算さ
れる。
　　　　　　　　　　　　　　ｐ（ｈｙｄｒ）＝ρｇｈ
上式において、ρ＝血液の密度、ｇ＝重力加速度（９．８１ｇ／ｍｓ2）、ｈ＝圧力セン
サと患者の心臓の高さの差である。
【００４４】
　一観点によれば、制御ユニットは、例えば評価ユニットを介して高さの差ｈに関して問
い合わせるよう構成されている。入力は、例えば評価ユニットに連結された入力ユニット
で手動で行われても良く、或いは、測定によって得られても良い。測定は、患者及び患者
の心臓の位置を検出することによって実施されるのが良い。また、例えば患者特有である
のが良い推定値、近似値又は経験値を用いることが可能である。これらは、特定の患者に
ついては手動で入力可能であり又は評価ユニットによって代入可能である。
【００４５】
　本発明の別の観点によれば、制御ユニットは、ステップｅ）で測定された血管内の圧力
を評価ユニットに伝送するよう構成され、評価ユニットは、血管内で成長している狭窄に
関して複数の血管内圧力値を分析するよう構成されている。
【００４６】
　特に、制御ユニットは、ステップｅ）で測定された瘻圧力について、上乗せされた静水
圧（当該セクションにおいてステップｅ）で測定された圧力及び／又は血管内の計算され
た圧力）を含んだ状態で及び／又は含まない状態で、評価ユニットに伝送するよう構成さ
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れ、評価ユニットは、血管内で成長している狭窄、特に瘻狭窄に関して複数の圧力値を評
価するよう構成されている。
【００４７】
　複数の血管内圧力値、特に瘻圧力値の評価は、適当な傾向分析、即ち長期間試験に基づ
いて行われるのが良い。かくして、制御ユニットそれ自体又は評価ユニットは、血管内の
上昇する圧力を成長中の狭窄の徴候として検出するよう構成されるのが良い。代替的に又
は追加的に、制御ユニットは、血管内の圧力の低下、圧力の１階導関数の増加又は減少を
成長中の狭窄として検出するよう構成されても良い。狭窄の成長及びそれぞれの血管内の
圧力に対するその影響に関する医学的知見に応じて、圧力曲線に基づいて成長中の狭窄を
推定する多種多様な基準が想定可能である。
【００４８】
　所定の基準が存在している場合、制御ユニット又は評価ユニットは、メッセージを送る
ことができる。このメッセージを例えば信号発生器を介して送ることができる。制御ユニ
ット及び／又は評価ユニットは、メッセージをそれに応じて送るよう構成されるのが良い
。
【００４９】
　本発明の目的は、更に、請求項１３記載の方法によって達成される。血管内、特に血液
ライン系、特に体外血液循環系の少なくとも１つのセクションと流体結合状態にある動静
脈瘻内の圧力を算定する本発明の方法では、セクションに作用するのに適した少なくとも
１つの圧力発生装置が設けられ、この方法は、次のステップ、即ち、
　ａ）少なくとも１つの圧力発生装置のどれもがセクションに作用することがないように
するステップ、
　ｂ）セクションと血管との流体結合を中断するステップ、
　ｃ）セクション内の圧力を所定の設定値、特に周囲圧力に設定するステップ、
　ｄ）セクションと血管との流体結合を回復するステップ、及び
　ｅ）セクション内に生じた圧力を測定するステップを含む。
【００５０】
　有利には、ステップのうちの少なくとも幾つかは、制御ユニットにより実施される。こ
れは、好ましくは、本発明の制御ユニットであるのが良い。ステップを全て制御ユニット
により実施することが有利であると言える。しかしながら、ステップのうちの少なくとも
幾つかを手動で実施することが有利な場合もあり又は望ましい場合もある。この程度まで
は、本発明の制御ユニットの構成と関連して上述したステップ及びサブステップの全ては
、制御ユニットによって実施できるプロセスステップとして開示されているはずであるが
、別の点では、これがステップａ）～ステップｅ）の個々の各形態及び変形例について以
下に明示的に記載されていない場合であっても、別の方法、特に手動で実施することも可
能である。同じことは、本発明の範囲内に属する他のステップ及びサブステップの全てに
当てはまる。
【００５１】
　本発明の目的は、更に、請求項１５記載の血液処理器械によって達成される。
【００５２】
　体外血液療法のため、特に血液透析、血液濾過及び／又は血液透析濾過のための本発明
の血液処理器械が体外血液循環系の血液ライン系を受け入れるよう設けられ、血液ライン
系は、血液供給ラインの動脈セクション及び／又は血液還流ラインの静脈セクションを有
する。動脈セクション及び／又は静脈セクションは、血管、特に動静脈瘻と流体結合関係
をなすように設けられ、血液処理器械は、動脈セクション及び／又は静脈セクションに作
用するのに適した少なくとも１つの圧力発生装置を有する。加うるに、血液処理器械は、
血管内の圧力を算定する本発明の制御ユニットを有する。
【００５３】
　本発明並びに追加の有利な実施例及び実施形態について、図を参照して１つの例示の実
施形態に基づき、以下に詳細に説明する。
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【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】血管内の圧力を算定するための本発明の制御ユニットと一緒に血液透析濾過器械
（ＨＤＦ器械）の設計例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　ＨＤＦ器械は又、血液濾過が実施されない場合にはＨＤ器械として且つ／或いは血液透
析が実施されない場合にはＨＦ器械として解することも可能である。血液処理器械は、例
示の実施形態では、どの形式の血液処理が説明されているかに応じてそれに従って命名可
能である。ＨＤ、ＨＦ及びＨＤＦという表示は、本発明を限定するものと理解されるべき
である。
【００５６】
　図に基づき、最初に、血液透析濾過器械の基本的設計及びここでは単に示されているに
過ぎない患者（図示せず）の血管系Ｉへのその連結状態について手短に詳細に説明する。
血液透析では、血液は、血管系Ｉから体外血液循環系ＩＩ中に運ばれる。この目的のため
、患者には、例えば（図示せず）前腕中の動脈Ａと静脈Ｖとの間の短絡部を形成し、かく
していわゆる動静脈瘻を形成する瘻が与えられる。血液供給ライン２が動脈カニューレ１
を通って瘻Ｆに連結されている。血管系Ｉからの血液は、血液供給ライン２を通って血液
ポンプ３によって血液透析器４として設計されている血液浄化要素に送られ、血液ポンプ
３は、代表的には、閉塞ローラーポンプとして設計されている。血液透析器４では、好ま
しくは複数本の中空ファイバ（図示せず）の形態に設計されている半透膜５が又、血液チ
ャンバと呼ばれていて体外血液循環系ＩＩの一部をなす第１のチャンバ６を、透析液チャ
ンバと呼ばれていて透析液循環系ＩＩＩの一部をなす第２のチャンバ７から分離している
。血液から除去されるべき物質は、半透膜５を通って透析液中に入り、次に、透析液と一
緒に除去される。それと同時に、過剰量の液体を圧力勾配に基づいて限外濾過によって血
液から除去することができ、更に、流出する透析液を介して除去することができる。圧力
勾配は、限外濾過ポンプ８によって作られる。
【００５７】
　浄化された血液は、血液還流ライン９を通って血液透析器４の血液チャンバ６を出て、
静脈カニューレ１０を経て患者の血管系Ｉに返血され、静脈カニューレ１０は、患者の静
脈Ｖに向いた瘻Ｆの一部分を穿刺するために用いられる。静脈クランプ１１が静脈中断手
段として血液還流ライン９に設けられており、血液の返血は、例えば非常時にこの静脈中
断手段により中断可能である。かかる非常時は、例えば透析器４と静脈クランプ１１との
間の血液検出器１２によって空気が血液還流ライン９内で検出されたときに起こる場合が
ある。動脈圧センサ１３が血液ポンプ３から見て上流側で血液供給ライン２に設けられ、
静脈圧センサ１４が静脈クランプ１１から見て上流側で血液還流ライン９に設けられてい
る。
【００５８】
　透析液は、血液透析液４の第２のチャンバ７を通って流れ、この透析液は、透析液源１
６から透析液供給ライン１５を経て供給され、そして透析液排液ライン１７を通って除去
されて出口１８に至る。透析液は、透析液排出ライン１７内に設けられた透析液ポンプ１
９によって運ばれる。透析液ポンプ１９から見て上流側で、限外濾過ポンプ８に連結され
ると共に更に出口１８に通じている限外濾過液ライン２０が透析液排液ライン１７から枝
分かれしている。
【００５９】
　流体を再び患者に供給するため、ＨＤＦ器械は、置換装置２１を有し、この置換装置に
より置換流体（置換液とも言う）を体外血液循環系ＩＩ内の血液に供給することができる
。置換装置２１は、置換液を供給するための置換液源２２及び第１の置換液ライン２３を
有しており、この第１の置換液ライン２３は、第１の置換液ポンプ２４に連結されていて
、置換液源から、血液ポンプ３から見て下流側で血液供給ライン２に至り、この血液供給
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ラインは、前希釈と呼ばれており、と言うのは、置換液は、血液チャンバ６から見て上流
側に供給されるからである。第２の置換液ポンプ２６に連結された第２の置換液ライン２
５が置換液源２２から、血液チャンバ６から見て下流側で血液還流ライン９に至っている
（後希釈）。第２の置換液ライン２５は、還流ライン９の滴下チャンバ１２中に開口して
いる。
【００６０】
　種々のバランス取り装置により、供給された置換液及び透析液の量並びに上述のポンプ
及び場合によっては追加のポンプとの相互作用の際に、標的にした仕方で除去される限外
濾過液及び透析液の量を協調させることができる。当業者は、供給透析液と除去される透
析液のバランスを取るバランス取り装置２７及び場合によっては透析液循環系及び置換装
置内に設けられる追加のバランス取り装置及びポンプの具体化のための多種多様な実施形
態にアクセスでき、従って、この時点では詳細な説明は不要である。同じことは、透析液
源１６を通る透析液の提供及び置換液源２２を通る置換液の提供にも当てはまる。
【００６１】
　また、一般に、ＨＤＦ器械でアクチュエータ及びセンサを用いる際の多くの可能性が当
業者には利用でき、この場合、本明細書においてこれらの全ての可能性を詳細に説明する
必要はないであろう。図の記載は、本発明の説明にとって十分であるこれらアクチュエー
タ及びセンサのうちの数個、例えば、静脈クランプ１１、動脈圧センサ１３及び限外濾過
ポンプ８に限定されている。
【００６２】
　ＨＤＦ器械は、制御ユニット３０によって制御されると共に監視される。したがって、
制御ユニット３０は、この器械の個々のアクチュエータ及びセンサと共にこの目的のため
に制御ラインに接続されている。図示のアクチュエータ及びセンサ、例えばポンプ、圧力
センサ、クランプ及び弁の場合、これは、複数本の信号ライン５０によって一般的に示さ
れているに過ぎず、信号ライン５０は、個々のアクチュエータ又はセンサについて個別的
に示されてはおらず、と言うのは、もしこのようにしなければ、これが意味することは、
分かりにくくなるということであり、アクチュエータ又はセンサは、個々の参照符号では
示されていない。
【００６３】
　血管内の圧力を算定する本発明の制御ユニットは、上述したばかりの血液透析濾過器械
と関連して説明され、と言うのは、本発明によってトリガされるハードウェアコンポーネ
ント、例えばアクチュエータ及びセンサのうちの大部分又は全ては、この器械内に既に存
在しているからである。しかしながら、本発明は、本明細書において説明する特定のＨＤ
Ｆ器械における制御ユニットの使用には限定されない。この制御ユニットは、ＨＤＦ器械
のコンポーネントであっても良く、或いは、既存のＨＤＦ器械に接続される別個のユニッ
トであっても良い。しかしながら、状況は、本発明の制御ユニットを接続することができ
る任意他の血液処理器械、例えば血液濾過器械や血液透析器械についても同様である。
【００６４】
　制御ユニットによって実施されるものとして以下に説明するプロセスステップは、更に
、本発明の制御ユニットによって全て制御されても良く、或いは、オプションとして、本
発明の方法の範囲内で少なくとも部分的に手動で実施できると共に／或いは追加の装置、
例えば評価ユニット、メモリユニット、入力ユニット、信号発生器又は他の装置によって
実施でき、これら追加の装置は、制御ユニットによって又は手動操作により若しくは自動
的にトリガされた後、ステップを実施する。
【００６５】
　以下において制御ユニット又は別の適当なユニットが何かを「実施」し、又は「実行」
する、例えば圧力を測定し又はクランプを閉じるといった場合、これは、制御ユニット又
は他の適当なユニットが適当なアクチュエータ又はセンサをトリガし、オプションとして
状態について問い合わせた後に、何かを実施することを意味するものと理解される手っ取
り早い表現であり、例えば、制御ユニット又は他の適当なユニットは、圧力センサをトリ
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ガして圧力を測定し、測定した圧力を制御ユニットに報告することができ、或いは、場合
によってはクランプが既に閉じられたかどうか等について問い合わせをした後、クランプ
をトリガしてこれを閉じることができる。説明を簡潔にするために、どのアクチュエータ
又はどのセンサがトリガ後にアクティブな状態になっているかは、全ての場合において本
明細書では明示されない。当業者は、これらの場合、対応の単純化された言い回しがどの
ように理解されるかを知っているであろう。
【００６６】
　本発明の例示の実施形態では、制御ユニット３０は、ステップａ）において、血液ポン
プ３から患者への血液供給ライン２を閉じることができる動脈クランプ２９まで延び、以
下において簡単に「動脈セクション」とも称する血液供給ライン２の第１のセクション２
８には血液ポンプがもはや作用しないようにするよう構成されている。したがって、制御
ユニット３０は、ステップａ）において血液ポンプ３をトリガして動作を停止させる。し
たがって、動脈セクション内における真空の発生を終了させる。さらに、制御ユニット３
０は、ステップｂ）において中断手段をトリガすることによって動静脈瘻からの動脈セク
ションの流体結合を中断するよう構成されている。この実施例では、制御ユニットは、中
断手段としての動脈クランプ２９をトリガしてこれを閉じることによって動静脈瘻Ｆの流
体結合を中断するよう構成されている。
【００６７】
　加うるに、制御ユニット３０は、ステップｃ）において圧力発生手段として血液ポンプ
３をトリガするよう構成されており、その結果、０ｍｍＨｇの理想的な圧力値が動脈セク
ション２８内に確立され、即ち、周囲圧力が確立される。特に、制御ユニットは、血液ポ
ンプ３を必要に応じて正方向に又は逆方向に稼働させることができるよう構成されている
。制御ユニット３０は、動脈セクション２８内の圧力に関する動脈圧センサ１３の問い合
わせが存在し、この圧力が正である場合、血液ポンプを正方向に稼働させて負圧が血液ポ
ンプ３からみて上流側に作られるよう構成されている。制御ユニット３０は又、動脈セク
ション２８内の圧力が負である場合、制御ユニットが血液ポンプ３をトリガして血液ポン
プ３が逆方向に稼働することができるようにし、それにより負の圧力をゼロまで補償する
正の圧力を発生させるよう構成されている。回転の「正（forward ）」方向及び「逆（re
verse ）」方向は、上述した通常の血液透析操作に基づく方向を意味している。通常の動
作において図を参照して説明したように透析器４により動脈カニューレ１から静脈カニュ
ーレ１０に戻る体外血液循環系内の血液の流れを達成するため、血液ポンプ３は、定義上
、「正方向」に稼働する。
【００６８】
　制御ユニットは又、ステップｄ）において、動脈クランプ２９をトリガした後に動脈ク
ランプ２９を開くことによって、第１の動脈セクション２８と動静脈瘻Ｆの流体結合を回
復させるよう構成されている。さらに、制御ユニットは、ステップｅ）において動脈圧セ
ンサ１３によってセクション２８内に確立された圧力を測定するよう構成されている。
【００６９】
　以下において、本発明の方法との関連で制御ユニットの追加の形態について説明する。
【００７０】
　本発明の方法の例示の実施形態によれば、患者は、最初に、進行中の血液透析濾過方法
を受けた状態にある。このことは、血液ポンプ３が血液を瘻Ｆから血液供給ライン２を通
って血液透析器４の第１のチャンバ６内に圧送し、そして血液還流ライン９及び静脈チャ
ネル１０を通って瘻Ｆに戻していることを意味している。血液供給ライン内における動脈
中断装置としての静脈クランプ１１及び動脈クランプ２９は、開かれている。望ましくな
い物質が血液透析器４によって血液から取り出され、血液は、それにより浄化される。動
脈圧センサ１３は、動脈セクション内の圧力を測定し、静脈圧センサ１４は、静脈セクシ
ョン内の圧力を測定する。これら圧力は、動脈及び／又は静脈カニューレに加わる動的圧
力（動圧）、静水圧及び瘻圧力で構成されている。静水圧は、患者の血管内の動脈及び／
又は静脈圧センサの上方に位置すると共に患者の姿勢及び存在場所で決まる患者の心臓の
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高さ位置までの血液で構成される液柱に起因して作られる。内部瘻圧力とも呼ばれている
瘻圧力は、最終的には、瘻内の動的圧力としての心拍動の圧力に起因して生じる瘻内の圧
力である。
【００７１】
　次に、血液ポンプ３を作動停止させ、動脈クランプ２９と静脈クランプ１１の両方を閉
じる。動脈圧センサ１３が、次に、動脈圧を測定する。血液ポンプが作動停止されている
ので、動的圧力が低下する。したがって、測定圧力は、動的圧力が血液ポンプをターンオ
フした後に突然には低下せず、数秒間稼働状態のままなので、或る特定のタイムラグを有
する。クランプ２９，１１を閉じることによって、生じている圧力状態は、多少「凍結」
され、即ち、この生じている圧力状態は、患者の血管系Ｉから切り離される。
【００７２】
　次に、血液供給ライン内の圧力を０ｍｍＨｇ、即ち周囲圧力で相殺する。動脈クランプ
２９が閉鎖状態のままである間、これは、設けられているアクチュエータにより圧力又は
真空が作られることによって達成され、この圧力は、圧力が相殺されているセクション内
で生じている圧力に基づいて完全に補償される。
【００７３】
　血液ポンプ３と動脈クランプ２９との間で血液供給ライン２の第１の動脈セクション内
に、典型的には、例えば血液ポンプ３から見て上流側の吸引効果に起因して血液処理で起
こる場合のある１８０ｍｍＨｇという負の出力圧力が存在する場合、血液ポンプ３は、ス
テップｃ）の伝統的なポンプ方向とは逆の方向に作動され、その結果、正の圧力が生じる
ようになる。血液ポンプ３は、０ｍｍＨｇの圧力が確立されるまで稼働状態が保たれる。
次に、血液ポンプ３を作動停止させる。
【００７４】
　これとは異なり、第１の動脈セクション内に動脈圧力センサ１３により測定される正の
出力圧力が存在する場合、血液ポンプをステップｃ）においてその伝統的な方向で作動さ
せる。それにより血液ポンプ３から見て下流側に作られる真空は、それに応じて正の出力
圧力を補償し、ついには、０ｍｍＨｇの値、即ち、周囲圧力が達成される。そして、血液
ポンプ３を作動停止させる。
【００７５】
　蠕動ポンプとしての血液ポンプ３がこのポンプの領域に血液ライン系のセクションを形
成する一スポット内の管を閉塞することに起因して、血液ポンプの上流側又は下流側での
圧力の補償は、行われない。したがって、０ｍｍＨｇという所望の圧力をこの実施例では
正確に確立することができ、と言うのは、ステップｃ）の実施中における第１の動脈セク
ションは、閉鎖系だからである。
【００７６】
　次に、ステップｄ）において、動脈クランプ２９を開き、その結果瘻Ｆへの流体結合が
回復されるようにする。動脈圧力センサ１３によって測定される圧力ｐ（ａｒｔ）が動脈
セクション内に確立される。動脈セクション内の圧力は、瘻圧力及び静水圧で構成されて
いる。瘻圧力は、瘻内の平均圧力である。患者の心拍度により、特にカニューレ１，１０
の絞りに起因して、血管及び血液ライン系を介して減衰される波形圧力曲線が生じる。し
たがって、測定されるべき血管（この場合、瘻）内の平均圧力を用いることが好ましい。
【００７７】
　患者の心臓の位置が既知である場合、静水圧ｐ（ｈｙｄｒ）を次の方程式を用いて計算
することができる。
　　　　　　　　　　　　　　ｐ（ｈｙｄｒ）＝ρｇｈ
（上式において、ρ＝血液の密度、ｇ＝重力加速度、ｈ＝圧力センサ１３から上方の心臓
の高さ）
　静水圧ｐ（ｈｙｄｒ）をｐ（ａｒｔ）から除算することができ、その結果、瘻圧力ｐ（
ｆｉｓｔｕｌａ）が次のように得られる。
　　　　　ｐ（ｆｉｓｔｕｌａ）＝ｐ（ａｒｔ）－ｐ（ｈｙｄｒｏｓｔａｔ）
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【００７８】
　この計算は、この例示の実施形態では、評価ユニット３４によって行われる。このよう
にするため、ＨＤＦ器械を操作する医療スタッフは、患者の心臓の高さを測定し、評価ユ
ニット３４がこの値について問い合わせた場合、この値を入力ユニット、即ち、この場合
、タッチスクリーン３３に入力しなければならない。静水圧が上乗せされていない状態の
結果として得られる絶対瘻圧力は、評価ユニットによって再現され、タッチスクリーン３
３上に表示され、そして評価ユニット３４内に記憶される。
【００７９】
　例示の実施形態では、本明細書において説明する瘻圧力の算定は、患者についての個々
の各血液処理セッションにおいて、即ち、代表的には週に３回実施される。それにより算
定された瘻圧力の値は、日付の表示と共に評価ユニットによって記憶され、そして時間依
存性測定曲線として線図にプロットされる。瘻圧力が所定の値を超えている場合、警告が
出されて例えばスクリーン３３上に表示される。それに代えて、時間依存性測定曲線の特
徴的な曲線が存在する場合にも警告が出される場合がある。狭窄が瘻内で又は瘻上で成長
する場所に応じて、他の圧力曲線も又特有である場合がある。これは、例えば、値が所定
の値についての１階導関数よりも大きく又はこれよりも小さい場合に起こることがある。
圧力の所定の値、その導関数又は他の所定の曲線パラメータは、例えば生じている高血圧
症、血管の元々存在する石灰化又は瘻圧力及び／又はその経時的曲線に影響を及ぼすこと
恐れがある他の何らかの持病の関数として各患者について個別的にあらかじめ定められる
のが良い。
【００８０】
　瘻の輸出性又は遠心性部分の狭窄、特にいわゆる流出側狭窄を本発明の方法を用いるこ
とによって瘻圧力の特徴的な増大に基づいて容易に検出することができる。
【００８１】
　例示の実施形態の一変形例では、制御ユニット３０は、ステップａ）において限外濾過
ポンプ８をトリガしてこれを作動停止させるよう構成されている。加うるに、制御ユニッ
ト３０は又、ステップｂ）において静脈クランプ１１と血液チャンバ６から見て下流側に
配置されたクランプ４２との間に位置する血液還流ライン９のセクション４１を瘻Ｆへの
流体結合部から遮断するよう構成されており、このセクションは、以下において簡単に「
静脈セクション４１」とも呼ばれ、このセクションのこの遮断は、中断手段としての静脈
クランプ１１をトリガすることによって達成される。次に、ステップｃ）において、通常
の作動において元々約＋２００ｍｍＨｇである静脈セクション内の圧力をステップｃ）に
おいて限外濾過ポンプ８によって減少させ、ついには、その値が０ｍｍＨｇ、即ち周囲圧
力に達するようにする。次に、限外濾過ポンプを作動停止させる。ステップｄ）において
、この場合も又変形例において、静脈クランプ１１をトリガすることによって流体結合を
確立する。この変形例では、ステップｅ）において測定された値は、静脈圧力センサ１４
によって測定された静脈セクション４１内の圧力である。
【００８２】
　例示の実施形態の別の変形例では、少なくとも１つの追加のポンプが血液供給ライン及
び／又は血液還流ライン内の圧力のうちの少なくとも一方の相殺を実施するよう設けられ
ている。この変形例では、制御ユニット３０は、この少なくとも１つの追加のポンプを制
御するよう設計されている。少なくとも１つの追加のポンプは、例えば２つの置換液ポン
プ２４，２６のうちの一方とは異なる血液透析の際の目的を既に達成している追加のポン
プであるのが良い。次に、置換液を血液ライン系３９内へ圧送することによって、圧力を
増大させることができる。特に限外濾過ポンプと組み合わせて、動脈及び／又は静脈セク
ション２８，４１内の圧力の相殺をここで達成することができる。
【００８３】
　例示の実施形態としての血液処理器械の場合、上述したような臨界瘻圧力の検出は、制
御ユニット３０によって行われる。
【００８４】
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　例示の実施形態では、この方法を実施するための本発明の装置は、瘻圧力を算定するた
めに上述のコンピュータ計算ステップを実施すると共に上述したようにクランプ１１，２
９，４２を開閉するよう設計された制御ユニット３０を有する。加うるに、制御ユニット
３０は、血液ポンプ３及び限外濾過ポンプ３９をトリガして定められた圧力を設定するこ
とができるよう設計されると共に設けられている。
【００８５】
　例示の実施形態の別の変形例では、静水圧を動脈及び／又は静脈セクション内の測定圧
力から減算しない。この場合、瘻圧力を静水圧との和として定める。しかしながら、瘻圧
力の絶対値は計算されることはないが、瘻圧力の増大の長期にわたる傾向が検出され、か
かる絶対値は、次に、増大し、他の傾向は、圧力の絶対値には依存しない。特に、患者が
血液透析中、本発明にしたがって実施される各測定の際に姿勢及び存在位置に関して大抵
の場合同一に置かれている場合、静水圧は、測定精度に対する影響が極めて小さい。
【００８６】
　本発明は、本明細書において説明した例示の実施形態には限定されない。特に、血液を
圧送すると共に／或いは圧力を発生させるのに適した任意形式のポンプを血液供給ライン
並びに血液還流ライン内に設けることができる。さらに、上述した特徴を全て、任意所望
の仕方で互いに組み合わせることができ、ただし、これが本発明の範囲内で妥当であり且
つ実行可能であることを条件とする。方法の個々のステップ又はサブステップは全て、制
御ユニットによって実施でき、又は少なくとも一部については手動で実施できる。

【図１】
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